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１ 計画の目的 

大規模な災害が発生した際、日本水道協会や全国の水道事業体等(以下、「応援都市」という。）

からの支援が無ければ、市民の皆様への安定した水の供給を取り戻すまでに大きな遅れが生じるこ

とになります。 

この計画は、そのような事態をできる限り回避するため、応援都市の皆様が円滑に、本市におけ

る応急給水及び応急復旧(以下「応急活動」という。）に対応いただけるよう、応援都市の受け入れ

手続き、本市と応援都市による応急活動の体制など必要な事項を定め、公表するものです。 

なお、この計画を策定する上で、応援要請の手続き、発災直後の情報発信、費用負担など、受援

に関する原則ルールとして、日本水道協会の『地震等緊急時対応の手引き(令和 2年 4月改訂）』及

び『19 大都市水道局災害相互応援に関する覚書』に基づいています。 

本計画の位置付け 
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２ 浜松市水道事業の状況 

 本市の水道事業は、昭和 6年の給水開始以来、人口増加及び生活水準の向上による水需要の伸び

と、給水区域の拡大に合わせ、段階的に拡張事業を重ねてまいりました。平成 17年 7 月には 12 市

町村合併に伴い 6つの水道事業(浜松
はままつ

地区、浜北
はまきた

地区、天竜
てんりゅう

地区、細江
ほ そ え

地区、引佐
い な さ

地区、三ヶ日
み っ か び

地

区）を浜松市水道事業として統合し、平成 18 年 7 月に「浜松市上水道事業基本計画」を策定しま

した。平成 29 年度には 36 の簡易水道事業を水道事業に経営統合し、そのほか、中山間地域（天竜
てんりゅう

地区、龍
たつ

山
やま

地区、佐久間
さ く ま

地区、春野
は る の

地区、水窪
みさくぼ

地区）には、飲料水供給施設やその区域に属さない

特定未普及地域が点在している状況です。 

 令和元年度の給水人口は、77.3 万人で給水区域内人口に対する普及率は 96.9%です。市全体の配

水能力は、天竜川の表流水と伏流水、40 箇所の深井戸から取水する地下水を自己水源とし、静岡県

が運営する遠州広域水道用水供給事業(以下、「遠州水道」という。）からの受水を合わせて、391,400 

m3/日となっています。 

 浜松地区は、大原
おおはら

浄水場と常光
じょうこう

浄水場の 2箇所の浄水場による自己水源の原水の浄水処理と、遠

州水道の受水を合わせて 287,070 m3/日の配水能力を有しており、市全体の 77%を占めています。

その他の地区については、深井戸からの地下水と遠州水道からの受水により、地形や水源能力に応

じて区域を分けて配水しています。 

主要施設の構成              地区別配水能力（令和元年度）

（管路総延長 5,193 ㎞） 

水源種別配水能力                     主要浄水場施設
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浜松市水道事業区域 

給水区域面積 462  （市域面積：1,558  ）

佐久間
さ く ま

水窪
みさくぼ

春野
は る の

龍山
たつやま

天竜
てんりゅう

引佐
い な さ

浜北
はまきた

三ヶ日
み っ か び

細江
ほ そ え

浜松
はままつ

三
さん

遠南信
えんなんしん

自動車道 

大原浄水場 
（受援基地）

住吉庁舎 

（災害対策室）
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３ 応急活動の考え方 

  大規模な災害が発生した場合は、浜松市上下水道復旧部災害対策室(以下「災害対策室」とい

う。）及び応援都市を受け入れる施設(以下「受援基地」という。）を立ち上げ、水道復旧班と応

急給水班でそれぞれ活動していただきます。 

災害対策室：水道給水対策本部(手引き P16） 

 本 部 係：総括指揮担当（手引き P17） 

 後方支援係：総務担当（手引き P18） 

 水道総括係：応急復旧指揮担当(手引き P17） 

 給水運営係：応急給水指揮担当(手引き P17） 

 応援幹事都市：現地調整隊＜総括幹事応援事業体＞(手引き P18） 

 応 援 都 市：応援事業体（手引き P18） 

 ※応援幹事都市は、災害対策室及び受援基地で、応急復旧及び応急給水の指揮担当を担っていた

だき、応援都市の参集が少ない段階では、合わせて、受援基地で応援都市として応急活動も行

っていただきます。ただし、日本水道協会が、指揮担当を担う場合は、応援幹事都市は、指揮

担当ではなく、応援都市として応急活動に専念いただきます。 

◎指揮担当として想定する応援要員の数 

 災害対策室：上下水道総務班 1名、水道復旧班 1名、応急給水班 1名 

 受 援 基 地：水道復旧班 6名、応急給水班 4名 ≪参考：給水車の想定要請台数 13 台≫ 

 ※応援要員数は、本市 BCP における、平日の昼間に発災時の参集想定割合から試算 

 ※給水車の想定要請台数は、『令和 2年 1月「南海トラフ巨大地震対策 《全国の水道事業体に

向けた緊急提言》」P3」に掲載の「給水車要請台数の試算方法例」』 に基づき試算 
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(1）災害対策室及び受援基地について 

ア 災害対策室(水道給水対策本部） 

浜松市上下水道部住吉
すみよし

庁舎(所在地：浜松市中区
はままつしなかく

住吉
すみよし

五丁目 13 番 1 号）を災害対策室

とします。 

日本水道協会など関係機関との連絡調整をはじめ、応急活動の方針決定、受援基地へ

の活動指示や状況確認、情報整理等の指揮総括を行います。 

イ 受援基地 

浜松市大原
おおはら

浄水場(所在地：浜松市北区
はままつし きたく

大原町
おおはらちょう

50 番地）を受援基地とします。 

     災害対策室から指示を受け、応援都市の受付や応急活動の実施、状況の整理及び災害

対策室への報告等を行います。 

受援基地駐車場及び受付窓口

南側の入り口から入場後、受付をお願いいたします。 

その後、給水車・連絡車駐車場へ駐車をお願いいたします。 

※宿泊場所が手配できない場合は、テント等が設営できるスペースを用意いたします。

主なアクセス方法 

新東名高速道路 浜松スマート IC（浜松 SA 内）から 12 分 

東名高速道路  浜松西 IC から 20 分
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(2）応急活動の体制 

 ア 現地調整隊・総括幹事応援水道事業体（応援幹事都市） 

浜松市は被災の規模や状況により、応急活動の直接な指揮・総括ができない可能性が

高いため、その場合は、『現地調整隊』として「応援幹事都市」に災害対策室に入ってい

ただき、浜松市との連絡調整を密に取りながら、本市の情報を調査するとともに、日本

水道協会と調整の上、応急活動を指揮・総括していただきます。 

なお、日本水道協会が指揮・総括を担う場合は、「応援幹事都市」には、『総括幹事応

援水道事業体』として応援都市による応急活動の全体調整を担っていただきます。(日水

協手引き-P6『現地調整隊』、P18『幹事応援水道事業体』） 

応援幹事都市は、原則として『19大都市水道局災害相互応援に関する覚書』に基づき、

堺市、さいたま市に努めていただきます。（ただし、状況により日本水道協会と協議し、

他の都市にも努めていただく可能性があります。） 

         現地調整隊が調査する情報(手引き P7） 

イ リーダー都市の決定 

応急活動の実施に際しては、浜松市を地域ごとや担当活動ごとにグループ分けし、応

援幹事都市が各グループに応援都市を振り分けて、グループの中からリーダー都市を決

定します。  

応援幹事都市とリーダー都市は、密に連絡調整を取りながら、応援幹事都市の指示の

下、リーダー都市は各グループの応援都市と協力し、活動にあたります。 

この場合、応援幹事都市は、『総括幹事応援事業体』、グループごとのリーダー都市は、

『幹事応援事業体』に当たります。（日水協手引き-P18） 
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(3）指揮命令系統 

水道復旧班、応急給水班の指揮命令に係る、浜松市、応援幹事都市、リーダー都市、応援

都市の関係は以下のようになります。 

応援幹事都市は、災害対策室及び受援基地で指揮総括を担っていただくとともに、受援基

地で応援都市として応急活動も行っていただきます。ただし、日本水道協会が、指揮総括を

担う場合は、応援幹事都市は、応援都市として応急活動に専念いただきます。 

水道復旧班 

 ①応援幹事都市が指揮総括を担う場合 

応援幹事都市： 

（災害対策室側）応急復旧指揮担当（日水協手引き-P17） 

（受援基地側）総括幹事応援水道事業体(日水協手引き‐P18） 

※総括幹事応援水道事業体は設置しないこともできる（日水協手引き-P18）ため、その場合は、

応援幹事都市は、リーダー都市または応援都市の役割を担います。 

リーダー都市：幹事応援水道事業体（日水協手引き-P18） 

 ※幹事応援水道事業体は設置しないこともできる（日水協手引き-P18）ため、その場合は、リー

ダー都市は、応援都市の役割を担います。 

応援都市：応援水道事業体（日水協手引き-P18） 

※応援都市の参集が少ない場合などは、応援幹事都市がリーダー都市、応援都市の役割も担うこ

とになります。 
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②日本水道協会が指揮総括を担う場合 

応援幹事都市： 

（受援基地側）総括幹事応援水道事業体(日水協手引き‐P18） 

※総括幹事応援水道事業体は設置しないこともできる（日水協手引き-P18）ため、その場合は、

応援幹事都市は、リーダー都市または応援都市の役割を担います。 

リーダー都市：幹事応援水道事業体（日水協手引き-P18） 

 ※幹事応援水道事業体は設置しないこともできる（日水協手引き-P18）ため、その場合は、リー

ダー都市は、応援都市の役割を担います。 

応援都市：応援水道事業体（日水協手引き-P18） 

※応援都市の参集が少ない場合などは、応援幹事都市がリーダー都市、応援都市の役割も担うこ

とになります。 
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応急給水班 

 ①応援幹事都市が指揮総括を担う場合 

応援幹事都市： 

（災害対策室側）応急給水指揮担当（日水協手引き-P17） 

（受援基地側）総括幹事応援水道事業体(日水協手引き‐P18） 

※総括幹事応援水道事業体は設置しないこともできる（日水協手引き-P18）ため、その場合は、

応援幹事都市は、リーダー都市または応援都市の役割を担います。 

リーダー都市：幹事応援水道事業体（日水協手引き-P18） 

 ※幹事応援水道事業体は設置しないこともできる（日水協手引き-P18）ため、その場合は、リー

ダー都市は、応援都市の役割を担います。 

応援都市：応援水道事業体（日水協手引き-P18） 

※応援都市の参集が少ない場合などは、応援幹事都市がリーダー都市、応援都市の役割も担うこ

とになります。 
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②日本水道協会が指揮総括を担う場合

応援幹事都市： 

（受援基地側）総括幹事応援水道事業体(日水協手引き‐P18） 

※総括幹事応援水道事業体は設置しないこともできる（日水協手引き-P18）ため、その場合は、

応援幹事都市は、リーダー都市または応援都市の役割を担います。 

リーダー都市：幹事応援水道事業体（日水協手引き-P18） 

 ※幹事応援水道事業体は設置しないこともできる（日水協手引き-P18）ため、その場合は、リー

ダー都市は、応援都市の役割を担います。 

応援都市：応援水道事業体（日水協手引き-P18） 

※応援都市の参集が少ない場合などは、応援幹事都市がリーダー都市、応援都市の役割も担うこ

とになります。 

住吉中・東・西ブロック：P3 の浜松地区のうち中区、東区、西区、南区 

北部ブロック：P3 の浜松地区のうち北区及び浜北
はまきた

、細江
ほ そ え

、引佐
い な さ

、三ヶ日
み っ か び

地区 

天竜ブロック：P3 の天竜
てんりゅう

地区 
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(4）浜松市と応援都市の連絡調整の方法（リーダー都市会議） 

浜松市と応援都市での応急活動の状況把握（前日及び当日の活動状況や課題の報告など）に

必要な連絡調整は、災害対策室と受援基地間で原則、WEB 会議により定期的に行います。（毎日

2回（朝、夕））この場合、災害対策室では、浜松市、応援幹事都市（または日本水道協会）、

受援基地では、応援幹事都市、リーダー都市に出席いただきます。(『幹事応援水道事業体会

議』(日水協手引き‐P19）） 
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４ 受入手続き 

  (1）応援要請のフローチャート 

※ 本市の被害が大きく、初動が困難な場合を想定。堺市(または、さいたま市）が『地震等緊

急時対応の手引き(令和 2年 4月改訂）』における「3-4 現地調整隊」ただし書きにより「現

地調整隊」の役割を担う。なお、初動対応が可能な場合は、静岡県及び日本水道協会静岡

県支部長等との連絡調整は浜松市が行う。 
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(2）受入時の受付 

ア 受付窓口 

応援都市の受付は、受援基地(大原
おおはら

浄水場＜所在地：浜松市北区
はままつし きたく

大原町
おおはらちょう

50 番地＞）

で行います。ただし、状況に応じて、複数設けるなどの可能性があります。 

なお、日本水道協会や応援幹事都市など、応急復旧及び応急給水それぞれの指揮担

当は、災害対策室で活動いただくため、受援基地ではなく、災害対策室に直接お越し

いただきます。 

    イ 受付時に必要な内容 

受付時には、応急給水応援体制報告書（日水協手引き‐様式 12）及び応急復旧応援

体制報告書（日水協手引き‐様式 17）により応援都市の体制、責任者、車両、資機材

等の確認をします。 

    ウ 手続き終了後 

手続き終了後、浜松市応援都市と分かる名札(名前、所属、応援都市№等）を配布し

ます。その後、水道復旧班・応急給水班と合流し活動いただきます。 
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５ 主な活動内容 

 水道復旧班 

ア 受付時のお願い及び確認事項 

① 連絡係の選出 

受援基地との各種調整、応援都市の職員への連絡等を行う担当者を選出いただきます。 

② 応援都市の体制の確認 

     応援都市の体制について、以下について確認させていただきます。 

班数(人員数）、交代時期、配水操作の可否、通信連絡手段、作業可能な内容、 

資機材の準備状況 等 

イ 応急復旧活動(担当：水道管路係） 

主に以下の活動をお願いします。ただし本市では、都市部のみならず、海岸沿い、中山

間地等、様々な地形での活動となるため、漏水調査や活動総括及び漏水修繕など、応援可

能な業務が限られる場合は、受付時に協議・調整をお願いします。 

※漏水調査の方法、資機材や配給水管の修繕方法などは P22～P43 を参照 

① 漏水調査 

受付した漏水箇所ごと漏水調査報告書（日水協手引き-様式 18）を作成いただきます。 

  (提出方法：書類＜位置図、漏水状況、現場写真、給水台帳、配管竣工図等＞）

・都市部は、ダクタイル管から樹脂管まであり、電子音聴棒、漏水探知機(応援都市の

自己携行）が必要 

・中山間地は、主に樹脂管(VP・HPE・PE）となり、樹脂管用探知機、音聴棒が必要 

② 活動統括（被害情報の収集・整理） 

住宅地図(ブロック分け)への被害情報の記載、復旧活動計画の作成支援、一般市民か

ら寄せられた情報の優先順位付け、及び現場確認担当の振分けをお願いします。 

③ 漏水修繕 

・復旧方針の策定 

      配水管：既設管修繕、重要施設への仮配管設置及び宅地内応急給水栓立上げ 

      給水管：既設管修繕(鉛管取替、その他部分修繕） 

・配水管修繕方法及び使用材料の検討 

・給水管修繕方法及び使用材料の検討(給水装置標準図・写真） 

     材 料：指定材料を提供 

      機 材：可能な限り自己携行(バルブキー・止水栓キーは備蓄あり） 

・修繕作業ごとに管路修理報告書（日水協手引き-様式 20）を作成 

(提出方法：USB 又は書類＜位置図、漏水状況、現場写真、給水台帳、 

配管竣工図、使用材料＞ 

④ 工事写真等 

・災害復旧(補助申請）を想定し、写真等必要な資料の様式や記憶媒体など協議した  

上、作成する 

・個々の被害状況が分かるよう記録し、原則として、着手前から段階ごとに黒板を使

用し撮影する 
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ウ 施設復旧活動(担当：水道施設係） 

主要浄水施設に係る、主に以下の活動につて協力をお願いします。 

なお、いずれ作業について報告書の作成をお願いします。 

① 大原
おおはら

浄水場 

・浄水場内：漏水、破損管の調査

・三方
み か た

原
はら

用水の被害状況：情報収集 

・導水管：第６分水工から着水井まで調査 

② 常光
じょうこう

浄水場 

・浄水場内：漏水、破損管の調査 

・水管橋の被害状況：現地調査 

・取水ポンプの被害状況：現地調査 

③ 深
ふか

萩
はぎ

、都田
みやこだ

、住吉
すみよし

、小林
こばやし

、永島
ながしま

、上島
かみじま

配水池 

・施設状況の確認 

・貯水量の確認 

エ 水道水の管理活動(担当：水質係） 

水道水の水質に係る管理、飲料用可否に係る問い合わせ等、市民対応への支援をお願い

します。 

① 応急給水に使用する水道水の管理及び指導 

② 主要浄水施設などに係る水質検査及び補助 

③ 摂取制限を伴う給水継続を実施している場合 末端給水栓等における水質管理 

④ 災害対策室の指示を受け、市民からの問い合わせ対応 

（飲料用不可、生活用水のみの使用等） 

オ 作業報告書及び各種会議 

① 調査及び修繕依頼資料の受け渡し 

報告事項(完了箇所、通水可能地区、翌日調査・修繕予定） 

② ブロック会議への参加 

連絡係は、毎日、指定した時間・場所で開催しますので出席をお願いします。 

③ リーダー都市会議への参加 

リーダー都市は、指定した時間・場所で出席をお願いします。 

＜水道管路施設の仕様（別紙写真参照）＞

① 仕切弁・消火栓・給水管用止水栓(一文字止水栓) 
・右回り開き

※ただし、浜北区、西区雄踏
ゆうとう

町・舞阪
まいさか

町、北区引佐
い な さ

町・細江
ほ そ え

町・三ケ日
み っ か び

町の一部は、

左回り開き（目印の鍔有）  ※ﾒｰﾀｰ伸縮止水栓は左回り開き

※筐内のタグを確認のうえ、操作を行う

② 消火栓への接続ホース器具→消火栓砲口口のねじピッチ（※町野式消火栓と混在）

③ 仕切弁・消火栓鉄蓋の仕様→工業用水・下水道等類似有り注意

④ カムレバーロック式急速空気弁（カマンエア）→空気弁用町野金具、スタンドパイプ、

アングルバルブ
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応急給水班 

ア 受付時のお願い及び確認事項 

① 連絡係の選出 

受援基地との各種調整、応援都市の職員への連絡等を行う担当者を選出いただきます。 

② 応援都市の体制の確認 

     応援都市の体制について、以下について確認させていただきます。 

班数(人員数）、車両の装備等、交代時期、通信連絡手段、資機材の準備状況 等 

イ 応急給水活動 

市内全域が被災した場合、市内を 5ブロックに分けて活動にあたります。(活動ブロック

図参照） 

具体的には、ブロックごとに割り当てられた応援隊は、応援幹事都市やリーダー都市等

が作成する応急給水計画に基づく応急給水作業指示書（日水協手引き‐様式 13 表)に従っ

て、応急給水活動を実施します。 

なお、原則、救護病院及び避難所のみを対象として活動し、個別の要請については、近

隣の避難所にて給水を受けるよう案内することとしています。 

① 優先順位 第 1 救護病院(15 箇所）・透析病院(23 箇所）※重複有り 

・浜松市災害対策本部からの給水要請により、受水槽への給水作業等、応急給水を 

実施。(病院ごとに、地図・受水槽の位置を記した施設データあり） 

・一部給水口が高所となるため、フルハーネス安全帯の使用が必要となります。 

② 優先順位 第 2 避難所(184 箇所） 

・浜松市災害対策本部からの給水要請により、主に受水槽への給水作業等、応急給水を 

実施。(受水槽が無い避難所 41 箇所は、簡易水槽を設置） 

(避難所ごとに、地図・受水槽の位置を記した施設データを整備中） 

③ 給水基地 

・活動するブロックごとに、指定された給水基地で補給します。 

  (給水基地の地図等を記した施設データあり） 

・配水池内の給水基地には、一般市民の立ち入りを禁止しています。 

ウ 作業報告書及び各種会議 

① 応急給水作業報告書の作成・提出(日水協手引き‐様式 13 裏） 

給水車ごとに毎日作成し、提出をお願いします。（提出方法：書類） 

② ブロック会議への参加 

連絡係は、毎日、指定した時間・場所で開催しますので出席をお願いします。 

③ リーダー都市会議への参加 

リーダー都市は、指定した時間・場所で出席をお願いします。 
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６ 活動の注意事項 

(1）宿泊 

宿泊場所は、浜松市で手配することは困難となることが予想されますので、できる限り

応援都市での手配をお願いいたします。

なお、上下水道部庁舎や浄水場などの敷地、空き部屋を、使用状況により可能であれば

提供できますので、寝袋やテント等をご持参いただくようお願いいたします。

  (2）食糧・飲料水 

食糧・飲料水は、浜松市で手配することは困難となることが予想されますので、できる

限り応援都市での手配をお願いいたします。

(3）OA 機器 

パソコンや通信機器などは、可能な限り自己携行をお願いします。

なお、浜松市ではインターネットに繋がるパソコンが災害対策室に 1台、受援基地に水

道復旧班用と応急給水班用で各 1台ありますが、すべて有線となります。

  (4）資機材等

浜松市での応急活動に使用できる資機材等は、「Ⅴ 各種関係資料」に示しますので、でき

る限り自己携行をお願いします。 

  (5）費用負担 

               費用の負担区分(日水協手引き‐P23）
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７ 各種関係資料 

ア 資機材・使用している管材等 

重要度 分 類 名 称 備 考

高

車両等 
・緊急車(指揮車) 
・ライトバン(連絡用) 

※季節により凍結対策 
(ﾁｪｰﾝ、ｽﾀｯﾄﾞﾚｽﾀｲﾔ装着等) 

保安設備 
・カラーコーン 
・コーンバー 

安全装備類 
・安全帯 
・酸素濃度測定器 

配水調整用資材 

・バルブ、止水栓開閉器 
・蓋カギ(バルブキー) 
・スタンドパイプ 
・布ホース 
・携帯用残留塩素計 

工具類外 
・断水器、コマ等 
・工具類一式 

(トルクレンチ、スパナ、ハ
ンマー、曲尺等) 

漏水調査器具 

・相関式漏水探知機(※) 
・漏水探知機(※) 
・埋設管探知機(※) 
・電子音聴棒(※) 
・音聴棒(※) 
・距離計 
・水圧ゲージ 

(※)複数台所有しており携
行可能な場合 

その他 

・携帯電話(充電機含む) 
・携帯無線 
・懐中電灯 
・カメラ(電池、フィルム、メモリ)
・救急箱 
・パソコン(周辺機器含む)(※) 
・各種予備電池 

(※)パソコン周辺機器、 
  電源延長コード類、 
  RAN ケーブル、 

プリンター(インク含む)

低

保安設備 
・ハロゲンランプ 
・簡易回転灯 
・交通誘導灯 

配水調整用資材 
・水質検査器 
・簡易流量計 
・簡易色濁計 

その他 

・携帯ラジオ 
・トランシーバー 
・ハンドマイク 
・ロープ 
・酸欠防止用具 
・予備燃料及びタンク 

復旧用骨材等

・埋戻し材及び仮復旧常温合材(支給場所は、別紙参照）

・残土・アスファルトガラ置き場

配給水管修繕指定材料

修繕の際の道具については支援団体自己携行(支給無し）

簡易色濁計(支援団体自己携行）

簡易残塩計(支援団体自己携行）
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イ 浜松市水道配水管図等資料

浜松市上水道事業配水区域図

    取水場、浄水場、配水池、ポンプ場等基幹施設の位置・能力や、導水管、送水管、配水

管の幹線管路等が記載されたもの 

管網図検索図 

給水区域全体が把握できる 60,000 分の１の図面 

配管図 

口径・管種等が記載された 2,500 分の１の配管図(弁栓類、消火栓等が記入されたもの) 

給水管図 

口径・管種等が記載された 500 分の１程度の給水管図(住宅、給水管、メーターまで記

載されたもの) 

資材、残土置場等の地図 

資材、残土等の置場の位置が明記されたもの 

マッピングシステム 

        水道施設の口径・管種、設置年度、更新履歴、竣工図などの詳細データが収められてい

るシステム 

遠方監視システム 

        浄水場、配水池、中継ポンプ施設などの運転状況が把握できるシステム 

 ウ 応急給水の資機材

分 類 名 称 備 考 

給水袋 6 背負い式給水袋 10,000 袋 

簡易水槽 三和紙工(株)「フジコン」 500 ×50 基 

仮設給水栓 消火栓設置型仮設給水栓 60 基 

簡易水槽 三和紙工(株)「フジコン」の取扱説明動画 ＱＲコード
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８ 各種様式・関係資料等 

応急給水応援体制報告書（日水協手引き‐様式 12）・・・・・・・・・・・・・・21 

応急給水作業指示書（日水協手引き‐様式 13 表）・・・・・・・・・・・・・・ 22 

応急給水作業報告書（日水協手引き‐様式 13 裏）・・・・・・・・・・・・・・・・ 23 

応急復旧応援体制報告書（日水協手引き‐様式 17）・・・・・・・・・・・・・・・24 

応急給水計画図（応急給水班関係資料）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26

 調査・修繕方法（水道復旧班関係資料）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 
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応急給水応援体制報告書

作 成 日    年  月  日 派遣期間 月  日( ) ～ 月  日( ) 

記入上の

留意事項

・応援班到着時、応援班構成変更時に作成し、

 現地の水道給水対策本部に提出

○応援班連絡先

事業体名 応急給水班数 班

責任者
氏   名：  

連絡先電話： 
車両総数 台

事務担当者 氏   名： 

給水要員 氏   名： 

給水要員 氏   名： 

給水要員 氏   名： 

氏   名： 

○応援班構成

人 員 給水用具
車両台数

（タンク容量）
備 考

人

人

人

人

合 計

人

（応援水道事業体用）

様式 12 
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（表）

○○－○○－○○

応急給水作業指示書

作 成 日    年  月  日 備 考

記入上の

留意事項

・給水車ごとに作成

・作業開始前にコピーを水道給水対策本部に提出

●印箇所：水道給水対策本部が記入

○印箇所：応急給水班が記入

●作業指示内容

事業体名

給水車  号車   タンク容量       加圧   有・無

給水拠点

給水基地

特記事項

●作業指示者（  市水道給水本部）

事業体名

担当者
氏   名：

連絡先電話：

○現地応急給水隊（応急給水班）

事業体名 作業員数

連絡責任者
氏   名：      

連絡先電話：
車両ナンバー

（被災水道事業体用）

整理番号

指示・報告等、一連の

工程を同一番号で管理

様式 13（表） 
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（裏）                        

○○－○○－○○

応急給水作業報告書

作 成 日    年  月  日  備 考  

記入上の 

留意事項 

・時系列順に作業内容を記入 

・作業終了後、水道給水対策本部に提出 

○作業内容   開始時間        終了時間  

給水時間又は注水時間 
給水拠点又は 

給水基地 
注水量 給水量 備 考 

1    m3   m3

2  m3 m3

3  m3 m3

4  m3 m3

5  m3 m3

6    m3   m3

7  m3 m3

8  m3 m3

9  m3 m3

 ：  ～  ：  m3 m3

 ：  ～  ：  m3 m3

 ：  ～  ：  m3 m3

 ：  ～  ：  m3 m3

 ：  ～  ：  m3 m3

作業時間合計  時間 分 

給水量合計 

注水量合計 

特記事項 

（給水場所の様子等を記入） 

（応援水道事業体用）

整理番号

様式 13（裏） 
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（表）                      

№ 〇 

応急復旧応援体制報告書

作 成 日   年  月  日 派遣期間 月 日( ) ～  月 日( ) 

記入上の

留意事項

・応援班到着時、及び応援班構成変更時に作成し、

 現地の水道給水対策本部に提出する

○応援班連絡先

事業体名
通水及び

漏水調査班数
班

総括責任者
氏   名：

連絡先電話：
応急復旧班数 2班

○応援班構成

作業内容 人 員（人） 持参資機材等 備 考

総括班

（連絡調整）
人

総括班

（記録）
人

通水及び漏水調査班

（通水及び漏水調査）
人

修理班

（配水管、給水管修理）
人

修理班

（配水管、給水管修理）
人

合 計 人

（応援水道事業体用）

様式 17（表） 
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-3- 

（裏） 

  月  日提出 

○○市水道局 応急復旧班 

総

括

班

氏 名 携帯電話番号 派遣期間（予定） 

月 日( )
～  月 日( )

通
水
及
び
漏
水
調
査
班

（責 任 者） 
月 日( )
～  月 日( )

修

理

班
（

）

（責 任 者） 現場代理人 
月 日( )
～  月 日( )

（応援水道事業体用）

様式 17（裏） 
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